
 地域医療介護総合確保基金を活用する県計画について 

 

１ 制度の概要  

○ 団塊の世代の方々が 75 歳以上となる令和７（2025）年に向け、医療・介

護サービスの提供体制の改革を推進するため、平成 26（2014）年度から消

費税増収分を財源として活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）

が国において創設され、本県では平成 26（2014）年 12 月に設置した。 

○ 県では、この基金の活用に向けて策定した計画に基づき事業を実施している。 

 

２ 基金事業の内容 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第４条２項

第２号に掲げる事業 

①－１地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

①－２地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

②  居宅等における医療の提供に関する事業 

③  介護施設等の整備に関する事業 

④  医療従事者の確保に関する事業 

⑤  介護従事者の確保に関する事業 

⑥  勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

※①－１、①－２、②、④、⑥が医療分、③、⑤が介護分 

 

（1）平成 26 年度県計画（平成 26 年 10 月作成・令和４年３月改定）の概要 

計画額 (医療分)3,197,466千円 ［うち令和３年度事業費：43,021千円］ 

   【令和３年度の主な実施事業】 

ア 居宅等における医療の提供に関する事業  

在宅歯科医療連携室事業 8,513 千円 

在宅歯科診療設備整備費補助金 7,600 千円 

訪問看護推進事業 1,790 千円 

その他 5 事業 25,118 千円 

 

(2) 平成 27 年度県計画(平成 28 年１月作成・令和４年３月改定)の概要 

計画額 （医療分)3,227,063千円 ［うち令和３年度事業費：0千円］ 

 

(3) 平成 28 年度県計画（平成 28 年 12 月作成・令和４年３月改定)の概要 

計画額 （医療分)3,244,329千円 ［うち令和３年度事業費：0千円］ 

 

(4) 平成 29 年度県計画（平成 30 年３月作成・令和４年３月改定）の概要 

計画額 （医療分)3,243,880千円 ［うち令和３年度事業費：67,750千円］ 

【令和３年度の主な実施事業】 

ア 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

高齢者疾患医療連携体制推進事業 27,750 千円 

イ 医療従事者の確保に関する事業       

総合医養成推進事業 40,000 千円 

 

(5) 平成 30 年度県計画（平成 30 年 10 月作成・令和４年３月改定）の概要 

計画額 （医療分)3,529,597千円 ［うち令和３年度事業費：60,000千円］ 

【令和３年度の主な実施事業】 

ア 医療従事者の確保に関する事業 

   精神科医養成推進事業        30,000 千円 

   障害児者医療医師養成推進事業    30,000 千円 

 

(6) 令和元年度県計画（令和２年１月作成・令和４年３月改定）の概要 

計画額 （医療分)3,805,335千円 ［うち令和３年度事業費：0千円］ 

 

(7) 令和２年度県計画（令和３年１月作成・令和４年３月改定）の概要 

計画額 （医療分)3,801,065 千円 [うち令和３年度事業費：1,829,974千円] 

【令和３年度の主な実施事業】 

ア 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

回復期病床整備事業 1,764,326 千円 

病床規模適正化事業 65,648 千円 

 

(8) 令和３年度県計画（令和４年１月作成）の概要 

   計画額 （医療分)2,444,176 千円[うち令和３年度事業費：2,315,419千円] 

【令和３年度の主な実施事業】 

  ア 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

359,789 千円 

    回復期病床整備事業        128,757 千円 

    その他 3 事業           231,032 千円 

 イ 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業 

                            165,072 千円 
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 ウ 医療従事者の確保に関する事業         1,590,007 千円 

    産科医等支援事業         111,881 千円 

    地域医療支援センター事業     134,024 千円 

    地域医療確保修学資金貸付金    341,400 千円 

    看護師等養成所運営助成事業    304,816 千円 

    病院内保育所運営助成事業     332,450 千円 

    その他１５事業          365,436 千円 

エ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

329,308 千円 

 

(9) 令和４年度県計画（案）の概要 

   計画額 （医療分)2,809,443 千円 

  【令和４年度の主な実施事業】 

ア 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

434,992 千円 

    病床規模適正化事業        248,955 千円 

    医療資源適正化連携推進事業    111,000 千円 

    その他２事業                     75,037 千円 

イ 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業 

                           192,660 千円 

ウ 居宅等における医療の提供に関する事業        0 千円 

 

 

 

エ 医療従事者の確保に関する事業        1,501,629 千円 

    産科医等支援事業        108,712 千円 

    地域医療支援センター事業    132,510 千円 

    地域医療確保修学資金貸付金   348,107 千円 

    看護師等養成所運営助成事業   283,279 千円 

    病院内保育所運営助成事業    276,443 千円 

    その他１６事業          352,578 千円 

  オ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

680,162 千円 

 

在宅歯科医療連携室事業始め８事業（43,904 千円）については、 

過年度基金計画執行残により事業を実施。 

 

３ 県計画の策定及び事後評価について 

国が定めている「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基

金の令和４年度の取扱いに関する留意事項について」において、県計画を決

定するにあたっては、必要に応じて医師会など地域の関係者への意見聴取を

実施すること、また、事後評価を行うに当たっては、都道府県医療審議会等

からの意見聴取をして実施するものとされている。 
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